
令和８年度高齢者の生活支援と通いの場の活性化事業業務 

企画提案競技実施要領 

 

１ 目的 

高齢者の生活支援と通いの場の活性化事業業務の受託候補者を選定するために、必要

な事項を定めるものである。 

 

２  業務の名称  

高齢者の生活支援と通いの場の活性化事業業務 

 

３  業務の内容  

別紙（業務委託仕様書）のとおり  

 

４  委託期間  

委託契約締結日から令和９年３月３１日まで  

 

５  委託料の上限額    

  4,826,000 円（消費税及び地方消費税を含む。）を上限とする。 

※委託料の支払いは、委託業務完了後の精算払とする。 

  【委託料の内訳】 

  （1）生活支援体制整備 ：3,626,000 円 

  （2）通いの場の魅力向上：1,200,000 円 

 

６ 委託業者選定方法 

  企画書、見積書等の書類審査による企画提案競技方式とする。 

 

７ 企画提案競技参加資格 

本業務に関する企画提案競技参加者は、次に掲げる企画提案競技参加資格の要件の全

てを満たしている者とする。 

(1）  地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第１６７条の４の規定に該当しない者

であること 

(2）  宮崎県発注の契約に係る指名停止処分を受けていない者 

(3）  会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法

（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立て又は破産法（平成 16 年

法律第 75 号）に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者。ただし、会社更

生法に基づく更生手続開始の決定を受けている者は、申立てがなされていない者と

みなす。 

(4）  宮崎県暴力団排除条例（平成 23 年条例第 18 号）第２条第１号に規定する暴力団、

又は代表者及び役員が同条第４号に規定する暴力団関係者でない者 

(5）  県税に未納がないこと 

 

 



８ 企画提案競技実施の公告方法 

  宮崎県ホームページにより告知 

 

９ スケジュール 

(1)  企画提案競技実施公告   令和８年５月２５日（月） 

(2)  質問票受付期限      令和８年６月 １日（月）午後５時必着 

(3)  参加申込受付期限      令和８年６月 ８日（月）午後５時必着 

(4)  企画書等提出期限      令和８年６月２２日（月）午後５時必着 

(5)  受託業者決定・通知     令和８年６月３０日（火）頃を予定 

 

10 企画提案競技の方法 

(1) 質問票の提出 ※質問希望者のみ 

提出期限  令和８年６月１日（月）午後５時（必着） 

①   提出方法  質問票（別紙１）に必要事項を記載の上、電子メール又はＦＡＸにて

提出すること。 

②   回答は、原則として質問受付日から３日以内（土日・祝日は除く。）に質問者へ  

電子メールで送付する。なお、必要があれば、参加申込者全員に電子メールで送付  

することとする。 

(2) 企画提案競技への参加申し込み 

企画提案競技への参加を希望する者は、令和８年６月８日（月）午後５時までに、別

紙２（企画提案競技参加申込書）を電子メール又はＦＡＸにて提出すること。 

(3) 企画書等の提出 

 ① 提出書類及び部数 

 （ア）企画提案書 【６部（正本１部、副本５部）】 

    Ａ４版の任意様式とし、仕様書及び別添の審査基準表に従って作成すること。 

    なお、提案は１社１案とする。 

 （イ）見積書（様式任意） 【６部（正本１部、副本５部）】 

     一式計上ではなく、第三者により客観的な判断が可能な積み上げ方式とするこ

と。 

  （ウ）誓約書（別紙３） 【１部】 

  （エ）企画提案競技参加団体の概要 【１部】 

     下記の内容を記載し、Ａ４版にまとめること。 

    (i)参加者の基本情報（名称、所在地、代表者名） 

    (ii)担当者（職氏名、連絡先（電話、ＦＡＸ、電子メール）） 

  （オ）その他の書類（任意） 【６部】 

    (i)法人概要や事業の実施に関して参考となる資料 

    (ii)類似業務の履行実績（直近２年以内） 

 ② 提出期限 令和８年６月２２日（月）午後５時（必着） 

 ③ 提出方法 持参又は郵送（郵送の場合は、書留郵便又はそれと同等の手段に限る。） 

 (4) 審査方法 

   別添の審査基準表に従い、最も優れた提案を選定する。 

 (5) 選定結果の通知 



   選定結果については、採択・不採択にかかわらず令和８年６月３０日（火）頃に参加

者に通知する。 

 

 (6) 契約の締結等 

   ① 契約締結候補者との協議が整わず契約の見込がない時は、次点の提案者と契約に向 

けた協議を行い、前項に準じて契約する。 

  ② 契約保証金については、宮崎県財務規則（昭和 39 年宮崎県規則第２号）第 101 条

の規定による。 

 

11 著作権 

 (1) 今回作成する著作物の一切の著作権については県に帰属するものとし、県で今後実

施する別の事業において使用できるものとする。 

 (2) 企画提案書の著作権は、提案者に帰属する。 

    

12 その他 

 (1) 提出された資料は、返却しない。 

 (2) 企画提案に要する一切の経費は、企画提案競技参加者の負担とする。 

 (3) 著作権法等の法令を遵守することとし、企画提案書の記載が法令に基づいて保護さ

れている第三者の権利の対象となっているものを使用した結果生じた責任は、提案者

が負うこととする。 

 

13 書類提出及び問合せ先 

  

住 所 〒880-8501 宮崎市橘通東２丁目１０番１号 

担 当 
宮崎県福祉保健部 長寿介護課医療・介護連携推進室 

地域包括ケア推進担当 鈴木 

電 話 ０９８５－４４－２６０５ 

Ｆ Ａ Ｘ ０９８５－２６－７３４４ 

電子メール iryokaigo@pref.miyazaki.lg.jp 

 

http://dneo.lan.pref.miyazaki.jp/scripts/dneo/zwmljs.exe?_=1670197282553

